
 

 

放課後児童クラブの利用料金について 

※必ずご確認ください。 

  

 

放課後児童クラブの利用料金は、各世帯における医療費補助等の受給状況

に応じて決定しています。 

利用申込書の記入に当たっては、以下の料金区分をご確認の上、必ず、該

当するものに☑をしてください。 

 

料金区分 
利用料金 
（月額） 

就学援助受給世帯 就学援助を受けている世帯 

無料（０円） 

生活保護受給世帯 生活保護を受けている世帯 

市民税（住民税）非課税世帯 

生計を同一としている世帯の全員（単身赴

任等の別居の親族含む）が、市民税（住民

税）が課税されていない世帯（所得割、均等

割のいずれも非課税の世帯） 

こども医療費補助受給世帯 
世帯員のいずれかの方が、こども医療費補

助を受けている世帯 

３，０００円 
ひとり親家庭等医療費補助 

受給世帯 

世帯員のいずれかの方が、ひとり親家庭等

医療費補助を受けている世帯 

重度心身障害者医療費補助 

受給世帯 

世帯員のいずれかの方が、重度心身障害者

医療費補助を受けている世帯 

上記のいずれにも該当しない世帯 ５，０００円 

 

●各医療費補助制度の確認については裏面も参考にしてください 

 ●受給者証のサンプルも掲載しています。 



【こども医療費補助】 

市が交付する「こども医療費受給者証」と健康保険証を医療機関等の窓口に提示すれば、

一部負担金のみの負担で診療が受けられる制度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ひとり親家庭等医療補助】 

  市が交付する「ひとり親家庭等医療費受給者証」と健康保険証を医療機関等の窓口に提

示すれば、無料で診療が受けられる制度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重度心身障害者医療費補助】 

市が交付する「重度障害者医療費受給者証」と健康保険証を医療機関等の窓口に提示す

れば、無料で診療が受けられる制度です。 

 

 

 

 

 

 

 

こども医療費受給者証 

ひとり親家庭医療費受給者証 

重度障害者医療費受給者証 


